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岩手県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領 

 

（目的） 

第１ 公共工事の品質を確保するためには、優れた技能と経験を有する技能者を将来にわ

たって確保することが必要であり、建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」

という。）を活用することにより、技能者の処遇改善及び中長期的な担い手の確保・

育成が期待されているところである。 

本要領は、受注者が希望するＣＣＵＳを活用した工事（ 以下「モデル工事」とい

う。）の試行について、必要な事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２ 本要領における用語の定義は、以下のとおりとする。 

・ＣＣＵＳ    ： 運営主体として一般財団法人建設業振興基金が行う技術者の資

格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・

蓄積するシステム 

・技能者     ： 元請事業者及び下請事業者の現場従事者（一人親方を含む。）

で、建設工事の直接的な作業を行う技能を有する労働者 

・ＣＣＵＳ技能者 ： 技能者のうち、ＣＣＵＳに本人情報を登録し、就業履歴情報を

蓄積するＣＣＵＳ利用者 

・カードリーダー等： ＣＣＵＳ技能者の就業履歴情報の登録に対応した、現場に設置

する端末 

・現場利用料   ： ＣＣＵＳ技能者の就業履歴情報の登録（カードタッチ）ごとに

発生する料金 

 

（対象工事） 

第３ 本要領の対象とする工事は、岩手県が発注する森林土木事業関係の工期（余裕期間

を設定している場合は、実工期）が 100 日以上の工事のうち、発注者が必要と認め

た工事とする（災害復旧工事は除く）。 

 

（実施方法） 

第４ 発注者は、発注に係る工事をモデル工事とする場合は、別記１に基づき特記仕様書

にその旨を明示するものとする。 

２ 受注者は、本要領に基づきモデル工事の実施を希望する場合は、契約締結後（余裕期

間を設定している場合は、工事開始日後）30 日以内に「建設キャリアアップシステム

活用通知書」（別紙１）を発注者に提出しなければならない。 

３ 受注者は、発注者がモデル工事対象外とした工事について、モデル工事としての実施

を希望する場合は、発注者に対し、契約締結後（余裕工期を設定している場合は、工事

開始日後）30 日以内に「工事打合簿」（別紙２）により協議できるものとする。 
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（実施内容） 

第５ 受注者は、モデル工事として、以下の内容について実施するものとする。 

実施項目 基 準 

①事業者情報登録 元請事業者の事業者登録 

②技能者情報登録 １名以上 

③現場情報登録 当該現場の登録 

④就業履歴情報登録 カードリーダー等を設置し、ＣＣＵＳ技能者の就業履歴

情報の登録（蓄積）を 30 人日以上 

※ 既に事業者情報登録及び技術者情報登録が完了している場合は、基準を満たして

いるものとする。 

２ 受注者は、ＣＣＵＳの活用にあたっては、一般財団法人建設業振興基金が作成する「建

設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」等に基づき、適正に実施するものとす

る。 

 

（実施状況の確認） 

第６ 受注者は、最終の契約変更前までに、第５に掲げる項目の実施状況について、以下

の書類を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

実施項目 提出書類 

①事業者情報登録 就業履歴一覧（月別カレンダー） 

②技能者情報登録 就業履歴一覧（月別カレンダー） 

③現場情報登録 現場・契約情報 

④就業履歴情報登録 就業履歴一覧（月別カレンダー） 

カードリーダー等の現場設置状況、使用状況写真 

 

（工事成績評定における評価） 

第７ 発注者は、第４によるモデル工事を行った場合において、第５に掲げる実施項目に

ついて基準を全て満たした場合は、「請負工事施工成績評定要領」別紙１「考査項目

別運用表」の「５．創意工夫」「Ⅰ．創意工夫【その他】」において、別記２に基づき

「考査項目別運用表」にその理由を記載のうえ、１点加点するものとする。 

なお、基準を達成できなかった場合においても減点は行わないものとする。 

 

（アンケートの実施） 

第８ 第４第１項によるモデル工事及び第４第３項の協議によるモデル工事を実施した工

事においては、元請事業者にあっては別紙３-１により、技能者（元請業者が選定し

た 10 名を対象とする。ただし、当該現場に従事した技能者が 10 名未満の場合は、

全ての技能者を対象とする。）にあっては別紙３-２により、アンケートを回答し、工

事完成日までに発注者に提出するものとする。 
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（ＣＣＵＳ活用に係る経費） 

第９ 発注者は、第４によるモデル工事が行われた場合において、ＣＣＵＳ活用のための

以下の費用について、受注者から支出実績を証する資料が提出された場合は、現場で

の使用実績に基づき「ＣＣＵＳ現場利用料等」として現場管理費に積上げ計上し、受

注者と当該工事に係る変更契約を行うものとする（当該費用については、一般管理費

等率の対象外とする）。ただし、上記の費用計上は、第５に掲げるモデル工事におい

て受注者が実施する項目について基準をすべて満たした場合に限る。 

また、カードリーダー以外の機器（パソコン、タブレット）や通信費は計上しない。

（１）カードリーダー等購入費用 

カードリーダー(若しくは顔認証カメラや顔認証型のリーダー)の購入費用(新規購

入に限る。リースの場合は適用外。)について、購入を証する領収書等に基づき費用

を計上する。 

入構管理機器の OS 計上費用の上限 台 数 

Ｗｉｎｄｏｗｓ 

 

10,000 円/台(税抜) 

 

当該工事現場に設定する台数。 

（１工事あたり２台を上限とする。

ただし、施工箇所が点在する工事の

場合など入構箇所等の事情により、

２台を超えるカードリーダーが設置

されている場合、受発注者協議を行

い、必要と認められる場合は、２台

を上回る費用を計上することができ

るものとする。） 

 

ｉＯＳ 

 

30,000 円/台(税抜) 

 

（２）現場利用料（カードタッチ費用） 

現場における現場利用料は、当該現場に係る現場利用料の明細に基づき費用を計上

する。 

なお、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正については、一般財団法人建設

業振興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とする。 

 

 

 

附 則（令和７年３月 11 日 森保第 1118 号） 

この要領は、令和７年４月１日から施行し、施行日以降の入札公告に付する工事から適

用する。ただし、令和７年３月 11 日以降に契約した工事については、受発注者の協議によ

り、適用できるものとする。 
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別記１ 

（特記仕様書等記載例） 

（建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル工事） 

第〇条 本工事は、受注者が希望するＣＣＵＳを活用した工事（以下「モデル工事」と

いう。） の対象である。 

詳細については、以下のホームページ「岩手県森林土木事業関係建設キャリアアッ

プシステム活用モデル工事試行要領（以下「要領」という。）」を参照すること。 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nouson/gijutsujouhou/1080129.html 

《岩手県トップページ＞産業・雇用＞林業＞森林保全＞治山林道技術情報（積算要領

及び基準、設計単価、工事及び委託契約関係、木材利用、コスト縮減、等）＞治山

林道設計・積算・契約関係＞岩手県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム

活用モデル工事試行要領》 

 

 

 

別記２ 

（考査項目別運用表記載例） 

その他 理由：岩手県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試

行要領に定められている基準を達成した。 

 



（別紙１） 

 

 

建設キャリアアップシステム活用通知書 

 

年  月  日 

 

 

 （発注者名）様 

 

 

受注者  住 所 

氏 名 

 

 

     年  月  日付けで契約締結した               工事

について、建設キャリアアップシステム活用モデル工事を実施するので、岩手県森林

土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領第４第２項に基づ

き通知します。 

 



（別紙２）

（例）

・建設キャリアアップシステム活用モデル工事の実施について承諾します。

・要領第９に基づき契約変更の対象とします。

（例）

・建設キャリアアップシステム活用モデル工事の実施を認めません。

工　事　打　合　簿

工 事 名

発 議 者 □発注者　　■受注者 発議年月日   　　年　　月　　日

発議事項

　　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告

　　□その他（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）

建設キャリアアップシステム活用モデル工事の実施について　　　　　　

　本工事での建設キャリアアップシステム活用モデル工事の実施について、岩手

県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領第４第

３項に基づき協議します。

添付図 葉、その他添付図書

回 答 者 ■発注者　　□受注者 回答年月日 　　　　年　　月　　日

回答事項

　　■指示　　　　□承諾　　　　□協議　　　　□通知　　　　□受理　　　　

　　□了解　　　　□提出　　　　□報告　　　　□届出

　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

添付図 葉、その他添付図書

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人
主任（監理）
技　術　者



（別紙３ｰ１）

会社名

氏　名

連絡先 （電　話）

（メール）

【本アンケートは、元請業者がご回答ください。】

　以下の設問にお答えください。（回答欄に「○」又は文字・数字をご記入ください。）

問１　今回の入札に参加した理由を教えてください。（複数回答可） 回答欄

①　受注機会を得たかったため 　

②　工事施工成績評定の加点があるため 　

③　ＣＣＵＳの普及促進（技能者の処遇改善や担い手確保・育成）のため 　

④　その他（具体的な理由を以下に記入願います。） 　

問２　今回の工事でＣＣＵＳ活用に取り組みましたか。 回答欄

①　取り組んだ →「問３」へ 　

②　取り組まなかった →「問16」へ 　

問３　元請のＣＣＵＳ事業者登録状況及び活用状況について教えてください。 回答欄

①　登録済みで、既に他の現場で活用したことがある 　

②　今回のＣＣＵＳ活用工事で登録した 　

③　その他（具体的な理由を以下に記入願います。） 　

問４　当該現場の下請企業数を教えてください。 回答欄

問５　「問４」の内、以前からＣＣＵＳ事業者登録済みであった企業数を教えてください。 回答欄

問６　「問４」の内、今回新たにＣＣＵＳ事業者登録した企業数を教えてください。 回答欄

問７　当該現場における元請の技能者数を教えてください。 回答欄

※技能者（技能労働者）とは、建設工事の直接的な作業を行う技能を有する労働者のことです。

（元請業者）

記　　入　　者

工事発注機関

工　　 事　 　名

建設キャリアアップシステム活用モデル工事に係るアンケート【元請用】

　本アンケートは、建設キャリアアップシステムの岩手県内における活用効果や運用上の課題を把握することを目的として実施
するものであり、回答内容により不利益を被ることは一切ありません。



問８　「問７」の内、以前からＣＣＵＳ技能者登録済みであった技能者数を教えてください。 回答欄

問９　「問７」の内、今回新たにＣＣＵＳ技能者登録した技能者数を教えてください。 回答欄

問10　当該現場における下請の技能者数を教えてください。 回答欄

※技能者（技能労働者）とは、建設工事の直接的な作業を行う技能を有する労働者のことです。

問11　「問10」の内、以前からＣＣＵＳ技能者登録済みであった技能者数を教えてください。 回答欄

問12　「問10」の内、今回新たにＣＣＵＳ技能者登録した技能者数を教えてください。 回答欄

問13　今回の工事で全ての基準を達成できましたか。 回答欄

①　達成できた →「問15」へ 　

②　達成できなかった →「問14」へ 　

問14　未達成の項目、要因、改善すべき点などを記載願います。

問15　今後もCCUSを活用したいですか。 回答欄

①　活用したい 　

②　活用したくない 　

問16　ＣＣＵＳを活用するメリット・デメリットをどのように感じているか教えてください。（複数回答可）

回答欄

①　技能者の経験やスキルが可視化され、適正な賃金や処遇改善が図られる

②　社会保険加入状況等の確認の効率化が図られる

③　建退共関係事務の効率化が図られる

④　書類作成の簡素化・合理化が図られる

⑤　ＣＣＵＳのメリットは感じられない

⑥　手続きに手間や時間がかかる

⑦　登録費用がかかる

⑧　その他（具体的な理由を以下に記入願います。）

問17　その他、意見・要望等があれば記載願います。



（別紙３ｰ２）

会 社 名

氏　　　名

技能職種

連 絡 先 （電　話）

（メール）

【本アンケートは、技能者がご回答ください。】

　以下の設問にお答えください。（回答欄に「○」又は文字・数字をご記入ください。）

問１　建設キャリアアップシステム（通称：ＣＣＵＳ）を知っていましたか。 回答欄

①　知っていた →「問２」へ 　

②　知らなかった →「問４」へ 　

問２　技能者登録を行っていますか。 回答欄

①　以前から登録していた

②　今回の工事で登録した 　

③　登録していない 　

問３　ＣＣＵＳを活用するメリットとして期待していること何ですか。（複数回答可） 回答欄

①　就業履歴が蓄積され、自分の技能・経験が評価されること

②　技能者としての客観的な評価（レベル）に応じた手当が支払われること

③　転職などの時に技能や働いた実績が証明できること

④　社会保険の加入が客観的に証明できること

⑤　建退共の掛金が確実に充当されること

⑥　自己の技能を示せて、誇りややりがいになること

⑦　若手（後輩）の入職促進につながること

⑧　特に何も期待していない

⑨　その他（具体的な理由を以下に記入願います。）

問４　その他、意見・要望等があれば記載願います。

（技能者）

記　　入　　者

建設キャリアアップシステム活用モデル工事に係るアンケート【技能者用】

工事発注機関

工　　 事　 　名

　本アンケートは、建設キャリアアップシステムの岩手県内における活用効果や運用上の課題を把握することを目的として実施
するものであり、回答内容により不利益を被ることは一切ありません。



（参考）

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人
主任（監理）
技　術　者

回答事項

　　□指示　　　　□承諾　　　　□協議　　　　□通知　　　　■受理　　　　

　　□了解　　　　□提出　　　　□報告　　　　□届出

　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

添付図 葉、その他添付図書

葉、その他添付図書

回 答 者 ■発注者　　□受注者 回答年月日 　　　　年　　月　　日

第６に基づき実施状況に係る関係書類を提出します。

（例）

　岩手県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領

第８に基づきアンケートを提出します。

第９に基づき、現場利用料等の支出実績を証する資料を提出します。

発議事項

　　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告

　　□その他（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）

建設キャリアアップシステム活用モデル工事に係る提出物について　　　　　　

（例）

　岩手県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領

工　事　打　合　簿

工 事 名

発 議 者 □発注者　　■受注者 発議年月日   　　年　　月　　日

（例）

　岩手県森林土木事業関係建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領

添付図


